
東京電力福島第一原子力発電所の廃炉や、今後増えていく古い原子力発電所の廃炉

を安全かつ円滑に進めていくためにも、高いレベルの原子力技術・人材を維持・発展す

ることが必要である。

我が国は、事故の経験も含め、原子力利用先進国として、安全や核不拡散及び核セ

キュリティ分野での貢献が期待されており、また、周辺国の原子力安全を向上すること

自体が我が国の安全を確保することとなるため、それに貢献できる高いレベルの原子

力技術・人材を維持・発展することが必要である。

廃炉等に伴って生じる放射性廃棄物の処分については、低レベル放射性廃棄物も含

め、発生者責任の原則の下、原子力事業者等が処分に向けた取組を進めることを基

本としつつ、処分の円滑な実現に向け、国として必要な研究開発を推進するなど、安全

確保のための取組を促進する。また、廃炉が円滑かつ安全に行われるよう、廃炉の工

程において必要な技術開発や人材の確保などについても、引き続き推進していく。

エネルギー基本計画（平成26年4月閣議決定）の概要
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